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第１　事案の概要

本件は、原告イラストをデザインした原告が、被告イラスト１ないし20の一部が描かれたＴシ
ャツ等を製造販売している被告に対し、①被告イラストは、原告イラストを複製又は翻案したも
のであり、上記Ｔシャツ等の製造は原告の複製権又は翻案権を侵害すること、②上記Ｔシャツ等
の写真を被告が運営するホームページにアップロードしたのは、原告の公衆送信権を侵害するこ
と、③さらに被告が原告イラストを複製又は翻案し、原告の氏名を表示することなく上記Ｔシャ
ツ等を製造等したのは、原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害することを主張して、被告イ
ラストの複製、翻案又は公衆送信の差止め、被告イラストを使用した各物品の廃棄並びに被告イ
ラストに関する画像データ及び被告が運営するホームページの被告イラストが掲載された各物品
の表示の削除、原告の損害の一部である1000万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日であ
る平成28年９月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
とともに、謝罪文の掲載を請求した事案である。

第２　原告イラストについて

原告イラストは以下のとおりである。
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Ｔシャツ等のイラストデザインにつき「翻案」の差止請求が認められた事例
－眠り猫イラスト事件

原告は、平成23年９月までに原告イラストを作成し、同月18日以降、「Hoimi」等のＴシャツ
販売サイトに原告イラストを登録し、希望する者がＴシャツ販売サイトに依頼すれば、同サイト
を通じ、原告イラストを正面に印刷したＴシャツを購入できるようにした。　
なお、「Hoimi」はデザイナー又はデザイナーを目指す人を応援することを目的とするサイト
とされ、利用するためには審査を受けてデザイナーとして登録することが必要であり、Ｔシャツ
が販売されると、デザイナーは、そのランクに応じた報酬を受け取ることができる。　

第３　被告イラスト１ないし20及び被告の行為について

１　被告イラスト１ないし20
被告イラスト１ないし20は以下のとおりである。被告イラスト１ないし４、５ないし８、９な
いし12、13ないし16及び17ないし20は、それぞれ同一図柄を白黒反転あるいは左右反転させたも
のである。


